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１．事故が起こった場合の手続 

（１）保険金をお支払いする事故が発生した場合は、30 日以内に取扱代

理店・扱者または弊社までご連絡ください。正当な理由なくご通知が

ない場合や、知っている事実を告げなかった場合または事実と異なる

ことを告げた場合には、それによって弊社が被った損害の額を差し引

いて保険金をお支払いすることがあります。 

（２）賠償責任に対する補償（特約）をセットしたご契約で、賠償事故

の際、被害者（事故の相手方）から損害賠償請求を受けた、または訴

訟となった場合は、直ちにご連絡ください。あらかじめ弊社の承認を

得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合は、保険金

の全部または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意く

ださい。 

（３）保険金請求権には時効（３年）がありますので、ご注意ください。 

（４）保険金を請求する際は、例えば次表のような「保険の約款」に定

める書類のうち、弊社が請求した書類を提出していただく必要があり

ます。なお、お支払いする保険金によって必要書類が異なります。 

確認の内容 必要書類の例 

本人・請求意思の確認 保険金請求書、印鑑証明書 など 

請求権者であることの確認 戸籍謄本 など 

保険事故発生の確認 
交通事故証明書、航空機の遅延/欠
航証明書 など 

損害額の確認 診断書、治療費領収書 など 

被保険者であることの確認 

住民票、パスポート（写し）、被保

険者の渡航期間などを確認できる
契約者備え付けの帳簿（包括契約の
場合） など 

その他 同意書（医療機関照会用） など 

（５）弊社では、保険金のご請求手続が完了した日からその日を含めて

30 日以内に保険金をお支払いすることとしておりますが、「保険の

約款」に定める特別な調査などが必要な場合には、これを延長する

ことがあります。詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問い

合わせください。 

 

２．代理請求人制度 

被保険者が保険金を請求できない状態にあり、かつ保険金を受け取る

べき代理人（親権者、成年後見人など）がいない場合に、次の①～③

の方により保険金を請求いただくことができます。 

① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者（※1） 

② 被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族（※2）（①の

配偶者（※1）がいない場合または①の配偶者（※1）に保険金を請求でき

ない事情がある場合） 

③ ①以外の配偶者（※1）または②以外の３親等内の親族（※2）（①、②

の方がいずれもいない場合または①、②の方いずれにも保険金を請

求できない事情がある場合） 

（※1）法律上の配偶者に限ります。 

（※2）法律上の親族に限ります。 

 

３．被害者（事故の相手方）の先取特権 

賠償責任に対する補償（特約）においては、被害者（事故の相手方）

には債権者に優先して、弊社に対して損害賠償額を請求することがで

きる権利（先取特権）があります。 

 
 
 

 
 

４．共同保険 

ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場合には、幹事保険会

社が他の引受保険会社の業務・事務の代理・代行を行います。各引受

保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別

個に保険契約上の責任を負います。 

 

５．契約内容登録制度 

損害保険会社などの間では、傷害保険などについて不正契約における

事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実

な支払いを確保するため、契約締結時および事故発生の際、同一被保

険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況につい

て、一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報などにより

確認を行っております。確認内容は、上記目的以外には用いません。

ご不明な点は、弊社にお問い合わせください。 

（注）具体的には、損害保険の種類、ご契約者名、被保険者名、保険

金額、取扱損害保険会社などの項目について確認を行っております。 

 

６．包括契約の保険料精算 

包括契約でご契約いただく場合の保険料は「暫定保険料」です。毎月

一定日（または保険期間終了後）までに確定した人数等の報告をして

いただき、それに基づいた「確定保険料」と「暫定保険料」との差額

を精算いただきます。詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問

い合わせください。 

 

７．保険証券・保険契約証の確認・保管 

（１）ご契約後、１か月経過しても保険証券・保険契約証が到着しない

場合は、弊社取扱営業店にご照会ください。 

（２）保険証券・保険契約証は、保険契約の内容が記載されている重要

な書類です。内容をご確認いただき、記載内容が事実と異なる場合

は、直ちに取扱代理店・扱者または弊社までご連絡ください。 

（３）保険証券・保険契約証は大切に保管してください。 

 

 

 


